
改 正 後 改 正 前

イ～ホ （省略） イ～ホ （同左）

ËÎ-ë~���¾�v½�-" EÖÌ ËÎ-ë~���¾�v½�-" EÖÌ

ßß ・・・・・・・・69((鉱泉地の評価))又は75((住宅、別荘等の鉱泉 ßß ・・・・・・・・69((鉱泉地の評価))から75((住宅、別荘等の鉱泉

地の評価))の定め・・・・・・・・。 地の評価))までの定め・・・・・・・・。

ËS�ë ���¾�v½�-"	¥Î-ë EÖÌ ËS�ë ���¾�v½�-"	¥Î-ë EÖÌ

ßá ・・・・・・・・、69((鉱泉地の評価))又は75((住宅、別荘等の鉱 ßá ・・・・・・・・、69((鉱泉地の評価))から75((住宅、別荘等の鉱

泉地の評価))の定め・・・・・・・・、次項本文の定め・・・・・・ 泉地の評価))までの定め・・・・・・・・、次項の定め・・・・・・

・・。 ・・。

ËS�ë EÖÌ ËS�ë EÖÌ

àØ ・・・・・・・・69((鉱泉地の評価))、75((住宅、別荘等の鉱泉地 àØ ・・・・・・・・69((鉱泉地の評価))から75((住宅、別荘等の鉱泉

の評価))又は78((温泉権の評価))の定め・・・・・・・・。ただし、 地の評価))まで又は78((温泉権の評価))の定め・・・・・・・・。

別荘、リゾートマンション等に係る引湯権で通常取引される価額が明

らかなものについては、納税義務者の選択により課税時期における当

該価額に相当する金額によって評価することができる。
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改 正 後 改 正 前

（削除） \DÙÛ Î-";ÏD
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改 正 後 改 正 前

（削除） \DÙÜ ¸xï);ÏD
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改 正 後 改 正 前

（削除） \DÙÝ Îè�µ�½¸xï)Éî�D

Ý:L áº�	¥�0{ Ý:L áº�	¥�0{

Ý6� á º � Ý6� á º �

ËçîºËkzÍÌ ?ÿÖNÌ ËçîºËkzÍÌ ?ÿÖNÌ

ÙØÜ ・・・・・・・・基準年利率による複利年金現価率を乗じて計算 ÙØÜ ・・・・・・・・基準年利率による複利年金現価の額の・・・・

した金額の・・・・・・・・。 ・・・・。

ËrMº ?ÿÖNÌ ËrMº ?ÿÖNÌ

ÙØÝ ・・・・・・・・基準年利率による複利年金現価率を乗じて計算 ÙØÝ ・・・・・・・・基準年利率による複利年金現価の額の・・・・

した金額の・・・・・・・・。 ・・・・。

Ý7� � 0 { Ý7� � 0 {

Ë�0 ¨Öº° �{ EÖÌ Ë�0 ¨Öº° �{ EÖÌ
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改 正 後 改 正 前

ÙÙÛ 森林の主要樹種（杉、ひのき、松、くぬぎ及び雑木をいう。以下 ÙÙÛ 森林の主要樹種（杉、ひのき、松、くぬぎ及び雑木をいう。以下

同じ。）の立木の価額は、次項から 116((標準伐期))までの定めに従 同じ。）の立木の価額は、次項から 116((標準伐期))までの定めに基

い算出した別表２の「主要樹種の森林の立木の標準価額表等」に掲げ づき、別表２に定める主要樹種の標準価額（主要樹種のうち別表２

る価額（主要樹種のうち別表２に定めるもの以外のものにあっては国 に定めるもの以外のものにあっては国税局長の定める標準価額とす

税局長の定める価額とする。）に基づく標準価額にその森林について る。）にその森林について・・・・・・・・。

・・・・・・・・。

Ë�0 ¨Öº° �{ ?ÿÖNÌ Ë�0 ¨Öº° �{ ?ÿÖNÌ

ÙÙÝ （省略） ÙÙÝ （同左）

� （省略） � （同左）

(注) （省略） (注) （同左）

� 標準伐期に達するまでの立木 � 標準伐期に達するまでの立木

イ （省略） イ （同左）

(j)～(�) （省略） (j)～(�) （同左）

(¡) 植付後１年間に支出する次に掲げる費用の額の２分の１に相 (¡) 植付後１年間に支出する次に掲げる費用の額の２分の１に相

当する金額 当する金額

下刈費、つる切費、肥料代、鳥獣虫害の予防費、防火線修繕 Ａ 下刈費

費、管理人給料、自家労賃相当額及び雑費 Ｂ つる切費

Ｃ 肥料代

Ｄ 鳥獣虫害の予防費

Ｅ 防火線修繕費

Ｆ 管理人給料

Ｇ 自家労賃相当額

Ｈ 雑費

ロ・ハ （省略） ロ・ハ （同左）
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改 正 後 改 正 前

	 （省略） 	 （同左）

イ・ロ （省略） イ・ロ （同左）

Ý;L � � Ý;L � �

Ý7� ��Ì#Q� Ý7� ��Ì#Q�

Ë��Ì#Q� EÖÌ Ë��Ì#Q� EÖÌ

ÙÛÛ （省略） ÙÛÛ （同左）

� ・・・・・・・・納付すべき消費税額（地方消費税額を含む。以 � ・・・・・・・・納付すべき消費税の額を控除した金額によって

下同じ。）を控除した金額によって評価する。 評価する。

�・	 （省略） �・	 （同左）


 ・・・・・・・・納付すべき消費税額を控除した金額によって評 
 ・・・・・・・・納付すべき消費税の額を控除した金額によって

価する。 評価する。

Ý:� < À Ý:� < À

Ë<À EÖÌ Ë<À EÖÌ

ÙÛÞ 船舶（ボート、ヨットその他の小舟を除く。）の価額は、・・・ ÙÛÞ 船舶（漁船及びボート、ヨットその他の小舟を除く。）の価額

・・・・・。この場合における償却方法は、定率法によるものとし、 は、・・・・・・・・。この場合における償却方法は、定率法によ

その耐用年数は減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐 る。

用年数による。

Ë(< EÖÌ

ÙÛß （削除） ÙÛß 漁船の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるとこ
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改 正 後 改 正 前

ろによる。

� その漁船が鋼船である場合

その漁船の価額は、別表３漁船の標準価額表の１に掲げる総トン

数の区分による漁業種類別のトン当たり価額にその漁船の総トン数

（５トン以上の動力船にあっては、１トン未満の端数は切り捨て

る。以下同じ。）並びにその漁船の船齢（進水後の経過年数をい

う。以下同じ。）に応ずる現有率を乗じて計算した金額（その金額

により評価することが適当でないと認められる場合には、その金額

に、その金額の 100分の20の範囲内において相当と認める金額を加

算又は減算した金額）によって評価する。

ただし、その漁船が、その漁業に従事する通常の漁船の装備をし

ない特殊な設備で、かつ、著しく高額のものを装備している場合に

は、本文により評価したその漁船の価額にその設備の価額を加算し

た金額によって評価することができる。

(注) 現有率は、別表５漁船の時価現有率表に示す。

� その漁船が木船又は木鉄交造船である場合

イ 総トン数が20トン以上の動力漁船であるとき

その漁船の価額は、別表３漁船の標準価額表の２に掲げる漁業

種類別のトン当たり価額に、その漁船の総トン数並びにその漁船

の船齢に応ずる現有率を乗じて計算した金額（その金額により評

価することが適当でないと認められる場合には、その金額に、そ

の金額の 100分の30の範囲内において相当と認める金額を加算又

は減算した金額）によって評価する。

�のただし書は、この場合に準用する。

ロ 総トン数が20トン未満の動力漁船又は無動力漁船であるとき
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改 正 後 改 正 前

その漁船の価額は、別表３漁船の標準価額表の２に掲げる漁業

種類別（又は船種別）のトン当たり価額（木鉄交造船について

は、木船の価額に、その価額の 100分の20に相当する金額を加算

した価額）にその漁船の総トン数並びにその漁船の船齢に応ずる

現有率を乗じて計算した船体及び機関の価額（その価額が適当で

ないと認められる場合には、その価額の 100分の30の範囲内にお

いて相当と認める金額を加算又は減算した額）と、その漁船の装

備するそれぞれの設備（漁ろう設備を除く。）につき別表４漁船

の基礎単価表に掲げる基礎単価及び現有率によって計算した金額

との合計額によって評価する。

	 その漁船が特殊な漁船である場合

船体に対し機関の馬力又はその他の設備が著しく過大であり、又

は船体の経過年数と機関又はその他の設備の経過年数とが著しく異

なるため、�又は�の定めにより評価することが適当でないと認め

られる漁船の価額は、船体、機関、その他の設備を、別表４漁船の

基礎単価表に掲げる基礎単価及び別表５漁船の時価現有率表に掲げ

る現有率を用いてそれぞれ別に計算した金額の合計額によって、評

価することができる。

Ë�Íê¿ ç�½<À EÖÌ Ë�Íê¿ ç�½<À EÖÌ

ÙÛà ・・・・・・・・、136((船舶の評価))の定め・・・・・・・ ÙÛà ・・・・・・・・、136((船舶の評価))又は前項の定め・・・・

・。 ・・・・。
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改 正 後 改 正 前

Ý=L � ³ ç� Ý=L � ³ ç�

Ý6� gq	¥ïT Ý6� gq	¥ïT

Ë©S�i �vgq EÖb u�Ì Ë©S�i �vgq EÖb u�Ì

Ùßà ・・・・・・・・。 Ùßà ・・・・・・・・。

規 総資産価額（帳 直 前 期 末 以 前 規 総資産価額（帳 直 前 期 末 以 前
模 区分の内容 簿価額によって １年間における 模 区分の内容 簿価額によって １年間における
区 計算した金額） 取引金額 区 計算した金額） 取引金額
分 及び従業員数 分 及び従業員数

20億円以上（従業 20億円以上（従業
従業員数 卸 売 業 員数が50人以下の 80億円以上 従業員数 卸 売 業 員数が50人以下の 80億円以上
が100人 会社を除く。） が100人 会社を除く。）

大 以上の会 大 以上の会
社又は右 小売・サ 10億円以上（従業 社又は右 小売・サ 10億円以上（従業

会 のいずれ 員数が50人以下の 20億円以上 会 のいずれ 員数が50人以下の 20億円以上
かに該当 ービス業 会社を除く。） か１に該 ービス業 会社を除く。）

社 する会社 社 当する会
卸売業、 10億円以上（従業 社 卸売業、 10億円以上（従業
小売・{´ 員数が50人以下の 20億円以上 小売・{´ 員数が50人以下の 20億円以上
ビ�業以外 会社を除く。） ビ�業以外 会社を除く。）

従業員数 7,000万円以上(従 ２億円以上80億円 従業員数 8,000万円以上(従 ２億円以上80億円
が100人 卸 売 業 業員数が５人以下 未満 が100人 卸 売 業 業員数が10人以下 未満
未満の会 の会社を除く。) 未満の会 の会社を除く。)

中 社で右の 中 社で右の
いずれか 小売・サ 4,000万円以上(従 6,000万円以上20 いずれか 小売・サ 5,000万円以上(従 6,000万円以上20

会 に該当す 業員数が５人以下 億円未満 会 １に該当 業員数が10人以下 億円未満
る会社 ービス業 の会社を除く。） する会社 ービス業 の会社を除く。）

社 （大会社 社 （大会社
に該当す 卸売業、 5,000万円以上(従 8,000万円以上20 に該当す 卸売業、 5,000万円以上(従 8,000万円以上20
る場合を 小売・{´ 業員数が５人以下 億円未満 る場合を 小売・{´ 業員数が10人以下 億円未満
除く。） ビ�業以外 の会社を除く。） 除く。） ビ�業以外 の会社を除く。）

7, 0 0 0万 円 未 満 8, 0 0 0万 円 未 満
従業員数 卸 売 業 又は従業員数が ２億円未満 従業員数 卸 売 業 又は従業員数が ２億円未満
が100人 ５人以下 が100人 10人以下

小 未満の会 小 未満の会
社で右の 小売・サ 4, 0 0 0万 円 未 満 社で右の 小売・サ 5, 0 0 0万 円 未 満

会 いずれに 又は従業員数が 6,000万円未満 会 いずれに 又は従業員数が 6,000万円未満
も該当す ービス業 ５人以下 も該当す ービス業 10人以下

社 る会社 社 る会社
卸売業、 5, 0 0 0万 円 未 満 卸売業、 5, 0 0 0万 円 未 満
小売・{´ 又は従業員数が 8,000万円未満 小売・{´ 又は従業員数が 8,000万円未満
ビ�業以外 ５人以下 ビ�業以外 10人以下

Þ１８Þ



改 正 後 改 正 前

・・・・・・・・。 ・・・・・・・・。

� ・・・・・・・・評価会社の各資産の帳簿価額の合計額とする。 � ・・・・・・・・評価会社の各資産の帳簿価額の合計額とし、評

価会社が固定資産の償却額の計算を間接法によって行っているとき

は、その合計額から減価償却累計額を控除した金額とする。

�～	 （省略） �～	 （同左）


 ・・・・・・・・上記	の直前期末以前１年間における取引金額 
 ・・・・・・・・上記	の直前期末以前１年間における取引金額

（以下この項及び181Þ2((評価会社の事業が該当する業種目))にお （以下、この項及び181Þ2((評価会社の事業が該当する業種目))に

いて「取引金額」という。）・・・・・・・・。 おいて「取引金額」という。）・・・・・・・・。

(注) （省略） (注) （同左）

Ë©S�i �vgq EÖ ÿ�Ì Ë©S�i �vgq EÖ ÿ�Ì

Ùßá ・・・・・・・・。 Ùßá ・・・・・・・・。

� （省略） � （同左）

� ・・・・・・・・。 � ・・・・・・・・。

イ ・・・・・・・・ イ ・・・・・・・・

卸 売 業 小売・ {´ビ�業 卸売業£小売§{´ビ�業以外 割合 卸 売 業 小売・ {´ビ�業 卸売業£小売§{´ビ�業以外 割合

14億円以上（従 ７億円以上（従 ７億円以上（従 14億円以上（従 ７億円以上（従 ７億円以上（従
業員数が 50人 業員数が 50人 業員数が 50人 0.90 業員数が 50人 業員数が 50人 業員数が 50人 0.90
以下の会社を除 以下の会社を除 以下の会社を除 以下の会社を除 以下の会社を除 以下の会社を除
く。） く。） く。） く。） く。） く。）

７億円以上（従 ４億円以上（従 ４億円以上（従 ７億円以上（従 ４億円以上（従 ４億円以上（従
業員数が 30人 業員数が 30人 業員数が 30人 0.75 業員数が 30人 業員数が 30人 業員数が 30人 0.75
以下の会社を除 以下の会社を除 以下の会社を除 以下の会社を除 以下の会社を除 以下の会社を除
く。） く。） く。） く。） く。） く。）

7,000万円以上 4,000万円以上 5,000万円以上 8,000万円以上 5,000万円以上 5,000万円以上
（従業員数が５ （従業員数が５ （従業員数が５ 0.60 （従業員数が10 （従業員数が10 （従業員数が10 0.60
人以下の会社を 人以下の会社を 人以下の会社を 人以下の会社を 人以下の会社を 人以下の会社を
除く。） 除く。） 除く。） 除く。） 除く。） 除く。）

(注) 複数の区分に該当する場合には、上位の区分に該当す (注) 複数の区分に該当する場合には、上位の区分に該当す
るものとする。 るものとする。
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